
◆安房郡市広域市町村圏事務組合でのこれまでの取組 

 ＊安房地域のごみ処理広域化事業は、平成８年から平成３１年１月まで、安房郡市広域市

町村圏事務組合（構成団体：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町。以下「安房広域」とい

う。）の共同処理事務として進められてきました。 

 ＊（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業との事業連携の決定により、安房広域の共

同処理事務から「ごみ処理広域化事業」を削除したため、平成３１年２月以降は、可燃

ごみ処理事業は君津地域４市と安房地域２市１町の「６市１町」で、可燃ごみの処理事

業以外については「各市町」にて事業を進めていくことになりました。 

 

 これまでの安房広域での取組は、次のとおりです。 

年月 内容 

平成10年5月  ごみ処理広域化検討部会を設置 

平成12年3月  「一般廃棄物処理計画」を作成 

平成12年6月  適地選定小委員会を設置 

平成19年4月  ごみ処理広域化推進委員会を設置 

平成19年11月  南房総市富浦大津地区を最優先候補地として選定 

平成21年4月 ごみ処理広域化基礎調査を実施 

 ○「ごみ処理広域化基礎調査業務報告書」（H22.2） 

平成22年5月  最優先候補地において地質（弾性波）調査を実施 

 ○「ごみ処理広域化地質（弾性波）調査報告書」（H22.5） 

平成23年6月 「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」、「ごみ処理施設基本構想」を作成 

 ○「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（H23.8） 

 ○「ごみ処理施設基本構想」（H24.3） 

平成24年11月  大津地区における施設建設計画を断念する 

平成24年12月  南房総市千倉大貫地区を新たな建設候補地として選定 

平成25年1月  大貫地区住民説明会を開催 

平成25年8月  大貫地区の地元住民による先進地視察の実施 

平成26年1月  住民説明会において「基本協定」について協議 

平成26年5月  大貫区臨時総会において、ごみ処理広域化に向けた事業着手が承認 

 ○「広域ごみ処理施設建設に関する基本協定書」調印 

平成27年1月  ○「大貫共有地の権利取得に関する協議書」調印 

平成27年10月  「入会地」問題により用地取得が困難となる 

平成28年3月  大貫地区における施設建設計画を断念する 

平成28年4月  大貫区通常総会時に事業の中止について説明 

平成28年6月  大貫区等と締結していた基本協定等を廃止 

 環境影響評価に係る対象事業の中止を届出 



年月 内容 

平成29年10月  館山市が事業から離脱 

 鴨川市、南房総市及び鋸南町の２市１町で事業を進める 

＜組合規約の改正＞ 

 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が計画している君津地域広域

廃棄物処理事業の次期事業に参加し、事業連携することの可能性につい

て判断するため、君津地域４市に調査・研究の申し入れ 

平成29年11月  君津地域４市から調査・研究の申し入れに対して了承する旨の回答 

平成30年7月  「君津地域広域廃棄物処理事業の次期事業展開に２市１町が事業連携

する可能性について判断するための調査・研究報告書」を作成 

平成30年10月  安房２市１町から君津地域４市へ、君津地域広域廃棄物処理事業の次

期事業への参加申入れを行う 

平成30年11月  君津地域４市から次期事業の参加申入れに対して了承する旨の回答 

平成30年12月  安房地域２市１町及び君津地域４市の６市１町の首長により、（仮称）

第２期君津地域広域廃棄物処理事業を相互に連携、協力して事業を行う

とする「覚書」を締結 

 ○「（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業に関する覚書」 

平成31年1月  安房広域組合規約の改正 

 （ごみ処理広域化事業を共同処理事務から削除） 

 

 


